
学校法人永原学園 女性活躍推進 行動計画 

 
 女性が管理職として活躍でき、教職員全員が働きやすい環境をつくるため、女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律（以下、女性活躍推進法という。）に基づき、次のよう
に一般事業主行動計画を策定する。 
 
１ 計画期間  令和3年4月1日 ～ 令和7年3月31日 
 
２ 目標と取組内容・実施時期 
  

【目標１】 管理職（課長級以上）に占める女性割合を40％以上にする。 

 
＜取組内容＞ 
 令和3年 4月～   職場環境改善や組織マネジメントを重視した人事評価制度の運用 
 
令和3年 ６月～  教職員が仕事と子育てを両立させることができるよう、互いに助

け合う職場風土を醸成するための研修プログラムの実施 
  
令和4年 4月～  多様な職務経験とキャリアアップを促すための人事異動 

 
    

 【目標２】 教員・職員それぞれにおいて男女とも平均勤続年数を10年以上とする。 

 
＜取組内容＞ 
 令和3年 4月～  職場環境改善や組織マネジメントを重視した人事評価制度の運用 

              （再掲）          
  
 令和3年10月～  職場環境改善を推進するための研修プログラムの検討 

 
 令和4年 6月～   職場環境改善を推進するための研修プログラムの実施 



令和5年6月

●管理職に占める女性労働者の割合(令和５年６月１日現在)
男性 女性 割合

教員 27名 18名 40%
職員 17名 13名 43.30%
全体 44名 31名 41.30%

●男女別専任教職員平均継続勤務年数(令和５年６月１日現在)
男性 女性

教員 9.0 9.7
職員 10.8 13.0 単位：年

●男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
専任教職員
パート・有期雇用
非常勤講師
すべての労働者
対象期間：令和４年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
賃金：基本給、通勤手当、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当をのぞく
パート・有期雇用：パートタイマーを含み、非常勤講師、派遣社員をのぞく
非常勤講師：1日非常勤講師を含む

女性の活躍推進法　情報公開資料

84.4%
89.4%
127.4%
113.0%


	学校法人永原学園 女性活躍推進 行動計画（R3～R7）HP公表用
	公表用
	公表(バイトのぞく)


